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学    
 

第１  総  

 

（名 ・ ） 

第１条 この学院は熊本総合医療リハビリテーション学院（ 下「本学院」 いう。） し、 学療法

及び 療法 法（ 和 40年 月 29日法律第 137号）・ 学 法（ 和 62年 月２日

法律第 60号）・ 法（ 和 62年 月２日法律第 61号） 急 法（平成３年 月

23日法律第 36号）に 、 学療法 、 療法 、 学 、 、 急

して 及び を さ る に、医療 者 して さ しい の 成に

さ るこ を する。                      

  ２ 学生は、この学 の定 る こ に い、学 に する もに、学院 の 及び風 の

に るもの する。                             

    ３ 本学院を、熊本 東 二 25番 35号におく。 

 

（ ・学科・定 ） 

第２条 本学院の 、学科及び学生定 は次の おり する。         

                      

 

          

 

 

 

 

 

 

（ 年限等） 

第３条 学科の 年限は 下の おり し、 学期間はそれ れ 年限の２ の期間 する。 

     ア 学療法学科 間 年 

     イ 療法学科 間 年 

     ウ 学学科 間 ３年 

     エ 学科 間 ３年 

      急 学科 間 ２年 

                                              

（学年・学期） 

第 条 学年は、 月１日に り、 年３月 31日に るもの し、 学年を次の２期に ける。 

        学期   月１日 ～ 月 30日 

        学期   10月１日 ～ 年３月 31日 

    ２ 項に規定する学期の 及び期間は、学科の により、熊本総合医療リハビリテーション学

院 （ 下「学院 」 いう。）の を て するこ がで る。 

 

（ 日） 

第 条 日は、次の おり する。 

         (1) 日 日 

         (2) の 日に関する法律（ 和 23年 月 20日法律第 178号）に規定する日 

         (3)  

         (4) 号の 、学院 が定 た日 

  ２ 項の規定に 、学院 が 上 る には、 日に を行うこ があ

る。 

 

 

 

  学科名 入学定  総定  

 

 

医療  

学療法学科        40名        160名  

療法学科        40名        160名  

学学科        40名        120名  

学科        25名         75名  

急 学科        40名       80名  

合        185名      595名  
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第２  及び  

 

（  ） 

第 条 本学院に次の をおく。 

     (1) 学院   １名 

     (2) 学院  １名 

     (3)  １名 

     (4)  １名 

     (5) 学科      学科 に１名 

         (6) 師  学科 に１名 上 

     (7) 師 学療法学科 名 上 

            療法学科 名 上 

            学学科 名 上 

            学科 名 上 

            急 学科 名 上 

     (8) 師 50名 上 

     (9)   名 上 

  ２ 学院 ・ 学院 ・ ・ 学科 及び 師は、 師を るこ がで る。 

 

（ の種別） 

第 条 本学院に、次の をおく。 

         (1)   

         (2)   

 

（ の 成） 

第 条 の 成は、次の おり する。 

         (1) は、学院 が し、 及び の全 をも て 成する。ただし、学院

が る者をこれに るこ がで る。 

      (2) は、学院 が し、学院 、 学院 、 、学科 、 師、

師及び により 成する。ただし、学院 が る者をこれに るこ がで

る。 

 

（ 項） 

第 条 は、次の規定にしたが て の に る 項につ する。 

         (1) は、学院の 全 に る 項につ 、その 体 用等を する。 

         (2) は、入 、 及び に る 項 びに 等に る 項を する。 

 

（ 等の ） 

第 10条 学院 は、 る に 定の期限を定 て 等を くこ がで る。 

 

第３  及び  

 

（ ） 

第 11条 学療法学科、 療法学科、 学学科、 学科及び 急 学科の は、そ

れ れの医療 の 成に される ・ 法を体 、 に 成するもの

する。 

２ 学科の は、別表１、別表２、別表３、別表 及び別表 の おり する。 

 

 

（ の 法等） 

第 12条  は、 、 、 、 、 及び ・ により行うもの する。 

２ 項の を、 様 アを に 用して、当該 を行う 等 の
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第２  及び  

 

（  ） 

第 条 本学院に次の をおく。 

     (1) 学院   １名 

     (2) 学院  １名 

     (3)  １名 

     (4)  １名 

     (5) 学科      学科 に１名 

         (6) 師  学科 に１名 上 

     (7) 師 学療法学科 名 上 

            療法学科 名 上 

            学学科 名 上 

            学科 名 上 

            急 学科 名 上 

     (8) 師 50名 上 

     (9)   名 上 

  ２ 学院 ・ 学院 ・ ・ 学科 及び 師は、 師を るこ がで る。 

 

（ の種別） 

第 条 本学院に、次の をおく。 

         (1)   

         (2)   

 

（ の 成） 

第 条 の 成は、次の おり する。 

         (1) は、学院 が し、 及び の全 をも て 成する。ただし、学院

が る者をこれに るこ がで る。 

      (2) は、学院 が し、学院 、 学院 、 、学科 、 師、

師及び により 成する。ただし、学院 が る者をこれに るこ が

で る。 

 

（ 項） 

第 条 は、次の規定にしたが て の に る 項につ する。 

         (1) は、学院の 全 に る 項につ 、その 体 用等を する。 

         (2) は、入 、 及び に る 項 びに 等に る 項を する。 

 

（ 等の ） 

第 10条 学院 は、 る に 定の期限を定 て 等を くこ がで る。 

 

第３  及び  

 

（ ） 

第 11条 学療法学科、 療法学科、 学学科、 学科及び 急 学科の は、そ

れ れの医療 の 成に される ・ 法を体 、 に 成するもの

する。 

２ 学科の は、別表１、別表２、別表３、別表 及び別表 の おり する。 

 

（ の 法等） 

第 12条  は、 、 、 、 、 及び ・ により行うもの する。 

２ 項の を、 様 アを に 用して、当該 を行う 等 の
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３ 

 

 45 する。 

 

で さ るこ がで る。

項の の 法による 科 の は、本学院 定の の に 総

のう の３を いもの する。

の１ 間は、

間 には、 記 及び の 間を こ がで る。 

 

（  ） 

第 13 条 科 の は、１ の 科 を 45 間の学 を する をも て 成するこ

を し、 の 法に じて、次の により を するもの する。 

         (1) 及び については、原 して 15 間 30 間 での で定 る 間の を

も て１ する。 

         (2) 、 及び については、原 して 30 間 45 間 での で定 る 間の

をも て１ する。 

 

（成 の ） 

第 14 条  

100 をも て し、60 上を合 する。  

２  

 

３  3 の 1 上を 席した者は、その 科 の成 の

 

 

 

 

成 の は、 科 ご に け れた「成 の 法 」をも に行い、その

成 は

成 の表記については、合 は 、 及び 、 合 は の 号をも て表し、その 細

を別に定 る。

科 ご にその の

を受けるこ がで い。ただし、学院 が を い による 席である る

は、この規定を 用し い。

を い で、成 の を受けるこ がで た者に対し、別 を行う

こ がで る。その 細については別に定 る。

・ の については、出席 及び学 の成 を してこれを 定す

る。  

 

（ の 定） 

第 15条  の 定は、 条に規定する成 の で合 を た者について、 の を

て行う。  

 

（入学 の の取り扱い等） 

第 16条 上 る は、学生が本学院に入学する に、学校 法に く大学もしくは

等 学校、 大学令に く大学 は他の医療関 種の 成を行う して 科学大

の指定を受けた学校 は 生 大 の指定を受けた 成 において した 科 につ

いて した を、本学院に入学した の本学院の 科 の により したもの

すこ がで る。 

     ２ 項の規定により したもの し、 は るこ がで る 科 及び は、

学科 に 下の おり する。

      ア 学療法学科   30  

      イ 療法学科   30  

      ウ 学学科  30  

      エ 学科  20  

       急 学科   10  

     ３  の 定 法及び については、別にこれを定 る。 

 

第   入学・ 入学・ 科 

 

（ ） 

第 17条 入学 者は、学校 法（ 和 22年３月 31日法律第 26号）第 90条第１項の規定に該当する

者 する。 
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で さ るこ がで る。 

３ 項の の 法による 科 の は、本学院 定の の に 総

のう の３を いもの する。 

 の１ 間は、45 する。 

 間 には、 記 及び の 間を こ がで る。 

 

（  ） 

第 13 条 科 の は、１ の 科 を 45 間の学 を する をも て 成するこ

を し、 の 法に じて、次の により を するもの する。 

         (1) 及び については、原 して 15 間 30 間 での で定 る 間の を

も て１ する。 

         (2) 、 及び については、原 して 30 間 45 間 での で定 る 間の

をも て１ する。 

 

（成 の ） 

第 14 条 成 の は、 科 ご に け れた「成 の 法 」をも に行い、

その成 は 100 をも て し、60 上を合 する。 

２ 成 の表記については、合 は 、 及び 、 合 は の 号をも て表し、その

細を別に定 る。 

３ 科 ご にその の 3 の 1 上を 席した者は、その 科 の成 の

を受けるこ がで い。ただし、学院 が を い による 席である

る は、この規定を 用し い。 

 を い で、成 の を受けるこ がで た者に対し、別 を

行うこ がで る。その 細については別に定 る。 

 ・ の については、出席 及び学 の成 を してこれを 定す

る。 

 

（ の 定） 

第 15 条 の 定は、 条に規定する成 の で合 を た者について、 の

を て行う。 

 

（入学 の の取り扱い等） 

第 16条 上 る は、学生が本学院に入学する に、学校 法に く大学もしくは

等 学校、 大学令に く大学 は他の医療関 種の 成を行う して 科学大

の指定を受けた学校 は 生 大 の指定を受けた 成 において した 科 につ

いて した を、本学院に入学した の本学院の 科 の により したもの

すこ がで る。 

     ２ 項の規定により したもの し、 は るこ がで る 科 及び は、学科

に 下の おり する。 

      ア 学療法学科   30  

      イ 療法学科   30  

      ウ 学学科  30  

      エ 学科  20  

       急 学科   10  

     ３  の 定 法及び については、別にこれを定 る。 

 

第   入学・ 入学・ 科 

 

（ ） 

第 17条 入学 者は、学校 法（ 和 22年３月 31日法律第 26号）第 90条第１項の規定に該当する

者 する。 
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第２  及び  

 

（  ） 

第 条 本学院に次の をおく。 

     (1) 学院   １名 

     (2) 学院  １名 

     (3)  １名 

     (4)  １名 

     (5) 学科      学科 に１名 

         (6) 師  学科 に１名 上 

     (7) 師 学療法学科 名 上 

            療法学科 名 上 

            学学科 名 上 

            学科 名 上 

            急 学科 名 上 

     (8) 師 50名 上 

     (9)   名 上 

  ２ 学院 ・ 学院 ・ ・ 学科 及び 師は、 師を るこ がで る。 

 

（ の種別） 

第 条 本学院に、次の をおく。 

         (1)   

         (2)   

 

（ の 成） 

第 条 の 成は、次の おり する。 

         (1) は、学院 が し、 及び の全 をも て 成する。ただし、学院

が る者をこれに るこ がで る。 

      (2) は、学院 が し、学院 、 学院 、 、学科 、 師、

師及び により 成する。ただし、学院 が る者をこれに るこ が

で る。 

 

（ 項） 

第 条 は、次の規定にしたが て の に る 項につ する。 

         (1) は、学院の 全 に る 項につ 、その 体 用等を する。 

         (2) は、入 、 及び に る 項 びに 等に る 項を する。 

 

（ 等の ） 

第 10条 学院 は、 る に 定の期限を定 て 等を くこ がで る。 

 

第３  及び  

 

（ ） 

第 11条 学療法学科、 療法学科、 学学科、 学科及び 急 学科の は、そ

れ れの医療 の 成に される ・ 法を体 、 に 成するもの

する。 

２ 学科の は、別表１、別表２、別表３、別表 及び別表 の おり する。 

 

（ の 法等） 

第 12条  は、 、 、 、 、 及び ・ により行うもの する。 

２ 項の を、 様 アを に 用して、当該 を行う 等 の
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３ 

 

 45 する。 

 

で さ るこ がで る。

項の の 法による 科 の は、本学院 定の の に 総

のう の３を いもの する。

の１ 間は、

間 には、 記 及び の 間を こ がで る。 

 

（  ） 

第 13 条 科 の は、１ の 科 を 45 間の学 を する をも て 成するこ

を し、 の 法に じて、次の により を するもの する。 

         (1) 及び については、原 して 15 間 30 間 での で定 る 間の を

も て１ する。 

         (2) 、 及び については、原 して 30 間 45 間 での で定 る 間の

をも て１ する。 

 

（成 の ） 

第 14 条  

100 をも て し、60 上を合 する。  

２  

 

３  3 の 1 上を 席した者は、その 科 の成 の

 

 

 

 

成 の は、 科 ご に け れた「成 の 法 」をも に行い、その

成 は

成 の表記については、合 は 、 及び 、 合 は の 号をも て表し、その 細

を別に定 る。

科 ご にその の

を受けるこ がで い。ただし、学院 が を い による 席である る

は、この規定を 用し い。

を い で、成 の を受けるこ がで た者に対し、別 を行う

こ がで る。その 細については別に定 る。

・ の については、出席 及び学 の成 を してこれを 定す

る。  

 

（ の 定） 

第 15条  の 定は、 条に規定する成 の で合 を た者について、 の を

て行う。  

 

（入学 の の取り扱い等） 

第 16条 上 る は、学生が本学院に入学する に、学校 法に く大学もしくは

等 学校、 大学令に く大学 は他の医療関 種の 成を行う して 科学大

の指定を受けた学校 は 生 大 の指定を受けた 成 において した 科 につ

いて した を、本学院に入学した の本学院の 科 の により したもの

すこ がで る。 

     ２ 項の規定により したもの し、 は るこ がで る 科 及び は、

学科 に 下の おり する。

      ア 学療法学科   30  

      イ 療法学科   30  

      ウ 学学科  30  

      エ 学科  20  

       急 学科   10  

     ３  の 定 法及び については、別にこれを定 る。 

 

第   入学・ 入学・ 科 

 

（ ） 

第 17条 入学 者は、学校 法（ 和 22年３月 31日法律第 26号）第 90条第１項の規定に該当する

者 する。 

 

p05-35.indd   7 2022/03/24   17:33:39



― 8 ―

4 
 

（出 ） 

第 18条 入学を する者は、 定の受 を 、 定の により、出 し けれ い。 

 

（入学 ） 

第 19条 入学 者に対して次のい れ の を行う。 

          (1) 入学  

          (2) 入学  

          (3) 入学  

          (4) 特別 入学  

     ２  入学 に関する細 は、そのつ これを定 て 表する。 

 

（入学 ） 

第 20条 入学を された者は、学院 が指定する期日 でに、入学 及び次に る書類を学院 に

出し けれ い。        

          (1)  

          (2) 書 

     ２  項に規定する保証 は、 の生 を 成年者で けれ い。 

 

（ 入による入学） 

第 21条  本学院 の 入学を する 合は、 のある に限り、 の上入学を するこ があ

る。 

     ２  入学を するこ がで る者（ 下「 入学 者」 いう。）は、次の 号のい れ に

該当する者で、 入学 の学年に 及び を している 学院 が た者 する。 

       (1) 学療法学科・ 療法学科 の 入学 者 

         学療法 及び 療法 法第 11条第１号の学校もしくは 学療法 成 、 は同法

第 12条第１号の学校もしくは 療法 成 に 学する者。 

          (2) 学学科 の 入学 者 

              学 法第 14条第１号に定 る学校 は  学 成 に 学する者。 

          (3) 学科 の 入学 者 

              法第 14条第１号で定 る学校 は 成 に 学する者。 

          (4) 急 学科 の 入学 者 

              急 法第 34条第１号に定 る学校 は 急 成 に 学する者。 

   ３  項 号の規定により、入学しよう する者については、第 17条、第 18条、第 19条、第 20条

の規定を 用する。 

       入学に関し 項は、別に定 る。 

 

（ 入による入学） 

第 22条  本学院 の 入学を する 合は、 のある に限り、 の上入学を するこ があ

る。 

２  入学を するこ がで る者（ 下「 入学 者」 いう。）は、次の 号の

い れ に該当する者で、 入学 の学年に 及び を している 学

院 が た者 する。 

       (1) 学療法学科・ 療法学科 の 入学 者 

          学療法 及び 療法 法第 11条第１号の学校もしくは 学療法 成 、 は同法

第 12条第１号の学校もしくは 療法 成 に 学した者。 

          (2) 学学科 の 入学 者 

              学 法第14条第１号 第 号 でに定 る学校 は 学 成 に

学した者。       

          (3) 学科 の 入学 者 

              法第 14条第１号、第２号及び第３号で定 る学校 は 成 に

学した者。 

          (4) 急 学科 の 入学 者 
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（出 ） 

第 18条 入学を する者は、 定の受 を 、 定の により、出 し けれ い。 

 

（入学 ） 

第 19条 入学 者に対して次のい れ の を行う。 

          (1) 入学  

          (2) 入学  

          (3) 入学  

          (4) 特別 入学  

     ２  入学 に関する細 は、そのつ これを定 て 表する。 

 

（入学 ） 

第 20条 入学を された者は、学院 が指定する期日 でに、入学 及び次に る書類を学院 に

出し けれ い。        

          (1)  

          (2) 書 

     ２  項に規定する保証 は、 の生 を 成年者で けれ い。 

 

（ 入による入学） 

第 21条  本学院 の 入学を する 合は、 のある に限り、 の上入学を するこ があ

る。 

     ２  入学を するこ がで る者（ 下「 入学 者」 いう。）は、次の 号のい れ に

該当する者で、 入学 の学年に 及び を している 学院 が た者 する。 

       (1) 学療法学科・ 療法学科 の 入学 者 

         学療法 及び 療法 法第 11条第１号の学校もしくは 学療法 成 、 は同法

第 12条第１号の学校もしくは 療法 成 に 学する者。 

          (2) 学学科 の 入学 者 

              学 法第 14条第１号に定 る学校 は 学 成 に 学する者。  

          (3) 学科 の 入学 者 

              法第 14条第１号で定 る学校 は 成 に 学する者。 

          (4) 急 学科 の 入学 者 

              急 法第 34条第１号に定 る学校 は 急 成 に 学する者。 

   ３  項 号の規定により、入学しよう する者については、第 17条、第 18条、第 19条、第 20条

の規定を 用する。 

       入学に関し 項は、別に定 る。 

 

（ 入による入学） 

第 22条  本学院 の 入学を する 合は、 のある に限り、 の上入学を するこ があ

る。 

２  入学を するこ がで る者（ 下「 入学 者」 いう。）は、次の 号の

い れ に該当する者で、 入学 の学年に 及び を している 学

院 が た者 する。 

       (1) 学療法学科・ 療法学科 の 入学 者 

          学療法 及び 療法 法第 11条第１号の学校もしくは 学療法 成 、 は同法

第 12条第１号の学校もしくは 療法 成 に 学した者。 

          (2) 学学科 の 入学 者 

              学 法第14条第１号 第 号 でに定 る学校 は 学 成 に

学した者。       

          (3) 学科 の 入学 者 

              法第 14条第１号、第２号及び第３号で定 る学校 は 成 に

学した者。 

          (4) 急 学科 の 入学 者 

5  
 

              急 法第34条第１号 第 号 でに定 る学校 は 急 成 に 学し

た者。 

３ 

    入学に関し 項は、別に定 る。 

 

（  科） 

第 23条 他の学科 の 科は、原 して い。ただし、 のある に限り の上 するこ

がある。 

     ２  科の の 期及びその 法は、学院 が別にこれを定 る。 

 

第  及び  

 

（  ） 

第24条  学院 は、当該学年の を した れる者を さ る。 

     ２ 定の 期及びその は、学院 が別にこれを定 る。 

 

（  ） 

第25条 学院 は、本学院 定の をす て した者に対し を 定する に、 証書及び

に （平成28年 科学 第15号） （医療 ）

は （医療 ）の 号を する。 

     ２ 定の 期及びその は、学院 が別にこれを定 る。 

 

第  学・ 学 

 

（  学） 

第 26条 学生が 学を する は、別に定 る様式によりその を 記し、学院 に い出 けれ

い。 た、その が 病による は医師の診 書を するもの する。 

     ２  学院 は、 がある る は 学を 、 た るこ がで る。 

     ３  学期間は して１年 し、 学期間には 入し いもの する。ただし、学院 が特別

の がある る は、 に１年 の期間に限 て 学を するこ がで る。 

 

（  学） 

第 27条 学期間を して 学しよう する者は、別に定 る様式により、学院 に い出て を受

け けれ い。 

     ２  学期間中に 学しよう する者も、 項に じて い出 けれ い。 

 

（  学） 

第 28条 学生が 学を する は、別に定 る様式によりその を 記し、学院 に い出 けれ

い。 た、その が 病による は、医師の診 書を するもの する。 

     ２  学院 は、次の 号のい れ に該当する者に対し、 学を るこ がで る。 

          (1) 学期間を た者 

          (2) の 出のあ た者 

          (3) 行 明の 出のあ た者 

          (4) 第 26条第３項に規定する期間を して、 お 学で い者 

 

第    

 

（表 ） 

第 29条 学院 は、学 行 もに で他の学生の る 者に対して、これを表 するこ が

で る。 

 

    

 項 号の規定により、入学しよう する者については、第 17条、第 18条、第 19条、第 20条

の規定を 用する。 
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              急 法第34条第１号 第 号 でに定 る学校 は 急 成 に 学し

た者。 

３ 項 号の規定により、入学しよう する者については、第 17 条、第 18 条、第 19

条、第 20 条の規定を 用する。 

    入学に関し 項は、別に定 る。 

 

（  科） 

第 23条 他の学科 の 科は、原 して い。ただし、 のある に限り の上 するこ

がある。 

     ２  科の の 期及びその 法は、学院 が別にこれを定 る。 

 

第  及び  

 

（  ） 

第24条  学院 は、当該学年の を した れる者を さ る。 

     ２ 定の 期及びその は、学院 が別にこれを定 る。 

 

（  ） 

第25条 学院 は、本学院 定の をす て した者に対し を 定する に、 証書及び

に （平成28年 科学 第15号） （医療 ）

は （医療 ）の 号を する。 

     ２ 定の 期及びその は、学院 が別にこれを定 る。 

 

第  学・ 学 

 

（  学） 

第 26条 学生が 学を する は、別に定 る様式によりその を 記し、学院 に い出 けれ

い。 た、その が 病による は医師の診 書を するもの する。 

     ２  学院 は、 がある る は 学を 、 た るこ がで る。 

     ３  学期間は して１年 し、 学期間には 入し いもの する。ただし、学院 が特別

の がある る は、 に１年 の期間に限 て 学を するこ がで る。 

 

（  学） 

第 27条 学期間を して 学しよう する者は、別に定 る様式により、学院 に い出て を受

け けれ い。 

     ２  学期間中に 学しよう する者も、 項に じて い出 けれ い。 

 

（  学） 

第 28条 学生が 学を する は、別に定 る様式によりその を 記し、学院 に い出 けれ

い。 た、その が 病による は、医師の診 書を するもの する。 

     ２  学院 は、次の 号のい れ に該当する者に対し、 学を るこ がで る。 

          (1) 学期間を た者 

          (2) の 出のあ た者 

          (3) 行 明の 出のあ た者 

          (4) 第 27条第３項に規定する期間を して、 お 学で い者 

 

第    

 

（表 ） 

第 29条 学院 は、学 行 もに で他の学生の る 者に対して、これを表 するこ が

で る。 

 

4 
 

（出 ） 

第 18条 入学を する者は、 定の受 を 、 定の により、出 し けれ い。 

 

（入学 ） 

第 19条 入学 者に対して次のい れ の を行う。 

          (1) 入学  

          (2) 入学  

          (3) 入学  

          (4) 特別 入学  

     ２  入学 に関する細 は、そのつ これを定 て 表する。 

 

（入学 ） 

第 20条 入学を された者は、学院 が指定する期日 でに、入学 及び次に る書類を学院 に

出し けれ い。        

          (1)  

          (2) 書 

     ２  項に規定する保証 は、 の生 を 成年者で けれ い。 

 

（ 入による入学） 

第 21条  本学院 の 入学を する 合は、 のある に限り、 の上入学を するこ があ

る。 

     ２  入学を するこ がで る者（ 下「 入学 者」 いう。）は、次の 号のい れ に

該当する者で、 入学 の学年に 及び を している 学院 が た者 する。 

       (1) 学療法学科・ 療法学科 の 入学 者 

         学療法 及び 療法 法第 11条第１号の学校もしくは 学療法 成 、 は同法

第 12条第１号の学校もしくは 療法 成 に 学する者。 

          (2) 学学科 の 入学 者 

              学 法第 14条第１号に定 る学校 は 学 成 に 学する者。  

          (3) 学科 の 入学 者 

              法第 14条第１号で定 る学校 は 成 に 学する者。 

          (4) 急 学科 の 入学 者 

              急 法第 34条第１号に定 る学校 は 急 成 に 学する者。 

   ３  項 号の規定により、入学しよう する者については、第 17条、第 18条、第 19条、第 20条

の規定を 用する。 

       入学に関し 項は、別に定 る。 

 

（ 入による入学） 

第 22条  本学院 の 入学を する 合は、 のある に限り、 の上入学を するこ があ

る。 

２  入学を するこ がで る者（ 下「 入学 者」 いう。）は、次の 号の

い れ に該当する者で、 入学 の学年に 及び を している 学

院 が た者 する。 

       (1) 学療法学科・ 療法学科 の 入学 者 

          学療法 及び 療法 法第 11条第１号の学校もしくは 学療法 成 、 は同法

第 12条第１号の学校もしくは 療法 成 に 学した者。 

          (2) 学学科 の 入学 者 

              学 法第14条第１号 第 号 でに定 る学校 は 学 成 に

学した者。       

          (3) 学科 の 入学 者 

              法第 14条第１号、第２号及び第３号で定 る学校 は 成 に

学した者。 

          (4) 急 学科 の 入学 者 

5  
 

              急 法第34条第１号 第 号 でに定 る学校 は 急 成 に 学し

た者。 

３ 

    入学に関し 項は、別に定 る。 

 

（  科） 

第 23条 他の学科 の 科は、原 して い。ただし、 のある に限り の上 するこ

がある。 

     ２  科の の 期及びその 法は、学院 が別にこれを定 る。 

 

第  及び  

 

（  ） 

第24条  学院 は、当該学年の を した れる者を さ る。 

     ２ 定の 期及びその は、学院 が別にこれを定 る。 

 

（  ） 

第25条 学院 は、本学院 定の をす て した者に対し を 定する に、 証書及び

に （平成28年 科学 第15号） （医療 ）

は （医療 ）の 号を する。 

     ２ 定の 期及びその は、学院 が別にこれを定 る。 

 

第  学・ 学 

 

（  学） 

第 26条 学生が 学を する は、別に定 る様式によりその を 記し、学院 に い出 けれ

い。 た、その が 病による は医師の診 書を するもの する。 

     ２  学院 は、 がある る は 学を 、 た るこ がで る。 

     ３  学期間は して１年 し、 学期間には 入し いもの する。ただし、学院 が特別

の がある る は、 に１年 の期間に限 て 学を するこ がで る。 

 

（  学） 

第 27条 学期間を して 学しよう する者は、別に定 る様式により、学院 に い出て を受

け けれ い。 

     ２  学期間中に 学しよう する者も、 項に じて い出 けれ い。 

 

（  学） 

第 28条 学生が 学を する は、別に定 る様式によりその を 記し、学院 に い出 けれ

い。 た、その が 病による は、医師の診 書を するもの する。 

     ２  学院 は、次の 号のい れ に該当する者に対し、 学を るこ がで る。 

          (1) 学期間を た者 

          (2) の 出のあ た者 

          (3) 行 明の 出のあ た者 

          (4) 第 26条第３項に規定する期間を して、 お 学で い者 

 

第    

 

（表 ） 

第 29条 学院 は、学 行 もに で他の学生の る 者に対して、これを表 するこ が

で る。 

 

    

 項 号の規定により、入学しよう する者については、第 17条、第 18条、第 19条、第 20条

の規定を 用する。 
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（  ） 

第 30条 学院 は、学生 して さ しく い行 があ た れる者に対して を行うこ がで

る。 

     ２  は、 、停学及び 学 する。 

          (1) 書を し、 る。 

          (2) 停学 定期間 は 定期に たり登校を停止する。 

          (3) 学 を 、 さ る。 

     ３  項の 学は、次の 号のい れ に該当する れる学生に対して行う。 

          (1) 学 等で成 の見 が い れる者 

      (2) 性行 で 三の指 にも の見 が い者 

          (3) 当 が いにも 出席が で い者 

          (4) 当の く、 定の学 を 入し い者 

      (5) 本学院の を し、その他学生の本 に した者 

 

第  学  

 

（学 ） 

第 31条 本学院に入学を された者は、 定の により、次の学 を 入し けれ い。 

ただし、入学 を除く 、 、 は別に定 る こ により、学院 の

を て するこ がで る。 

          (1) 入学 （入学 の ） 

             ア 学療法学科   30  

             イ 療法学科   30  

             ウ 学学科   40  

             エ 学科   30  

              急 学科   30  

          (2) ・ ・ （年 ） 

             ア 学療法学科 60  30  30  合 120  

             イ 療法学科 60  30  30  合 120  

             ウ 学学科 60  25  20  合 105  

             エ 学科 70  45  25  合 140  

              急 学科 60  25  20  合 105  

         お、入学を する 合は、３月 31日 でに意 表 （ 等）をした者に限り、入学 

の ・ ・ については する。 

    ２  ・ ・ は、次年 を当年 の３月 31日 でに 入するもの す 

る。 

     ３  ・ に る 等は、別 これを する。 

       に 入した学 は、原 して の を これを し い。 

 

（ 入の 除） 

第 32条 学が れた者及び中 にて 学した者については、 ・ ・ を

除するこ がで る。ただし、その 定については、学院 が別にこれを定 る。 

     

第    

 

（氏名等の ） 

第 33条 学生は、 保証 ・保証 は の氏名もしくは 等に があ た は、その を

証する書類を て、す に学院 に け出 けれ い。 

 

（保証 の ） 

第 34条 学生は、保証 が けた は保証 を する は、 定の により、す に学

院 に け出 けれ い。 
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（細 の 定） 

第 35条 学院 は、この学 に いて細 を けるこ がで る。 

 

（学 の ） 

第 36条 この学 の は、学院 の により の を て、 がこれを行う。 

 

       

 

この学 は、 和56年 月１日より 行する。 

和56年 月１日 定                                 

和57年 月１日 学生定                          

和60年 月13日                            

平成 年 月10日                            

平成 年 月30日 科 等                        

平成３年 月１日 入学                            

平成 年 月１日 学生定                          

平成 年10月１日 入学 法                      

平成 年 月１日 号                        

平成 年10月１日                            

平成11年 月１日 等及び 。ただし、 については平成12年 入 

学生 用 

平成18年 月１日 年限 に も い 等の 合性につ 、 びに入学

・ 。ただし、これ の については平成18年 入学生

用 

平成20年 月１日 びに ・ 等の 合性につ 。ただし、これ

の については平成20年 入学生 用   

平成22年 月１日 学院名 及び学科 に い関 を 定、 行。 お、平成22年3

月31日 で 籍する熊本リハビリテーション学院の学生及び平成22年4

月1日を て熊本総合医療 学院 入する学生に対しては の

によるこ する。 

平成23年 月１日 （ 学学科・ 学科・ 急 学科） 

平成24年 月１日 （ 学療法学科・ 療法学科）・学 条 の  

平成26年 月１日 （ 急 学科） 

平成28年 月１日  （ 学療法学科・ 療法学科・ 学学科・ 学

科・ 急 学科）・学 条 の  

平成28年 月１日  学 条 の 。ただし、 学科入学 については平成29年

入学生 用 

平成29年 月１日  学 条 の  

平成30年 月１日  （ 急 学科） 

平成31年 月１日  （ 学学科・ 学科） 

令和２年 月１日  （ 学療法学科・ 療法学科・ 急 学科） 

令和３年 月１日  学 条 の  

令和 年 月１日  （ 急 学科）・学 条 の  
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（  ） 

第 30条 学院 は、学生 して さ しく い行 があ た れる者に対して を行うこ がで

る。 

     ２  は、 、停学及び 学 する。 

          (1) 書を し、 る。 

          (2) 停学 定期間 は 定期に たり登校を停止する。 

          (3) 学 を 、 さ る。 

     ３  項の 学は、次の 号のい れ に該当する れる学生に対して行う。 

          (1) 学 等で成 の見 が い れる者 

      (2) 性行 で 三の指 にも の見 が い者 

          (3) 当 が いにも 出席が で い者 

          (4) 当の く、 定の学 を 入し い者 

      (5) 本学院の を し、その他学生の本 に した者 

 

第  学  

 

（学 ） 

第 31条 本学院に入学を された者は、 定の により、次の学 を 入し けれ い。 

ただし、入学 を除く 、 、 は別に定 る こ により、学院 の

を て するこ がで る。 

          (1) 入学 （入学 の ） 

             ア 学療法学科   30  

             イ 療法学科   30  

             ウ 学学科   40  

             エ 学科   30  

              急 学科   30  

          (2) ・ ・ （年 ） 

             ア 学療法学科 60  30  30  合 120  

             イ 療法学科 60  30  30  合 120  

             ウ 学学科 60  25  20  合 105  

             エ 学科 70  45  25  合 140  

              急 学科 60  25  20  合 105  

         お、入学を する 合は、３月 31日 でに意 表 （ 等）をした者に限り、入学 

の ・ ・ については する。 

    ２  ・ ・ は、次年 を当年 の３月 31日 でに 入するもの す 

る。 

     ３  ・ に る 等は、別 これを する。 

       に 入した学 は、原 して の を これを し い。 

 

（ 入の 除） 

第 32条 学が れた者及び中 にて 学した者については、 ・ ・ を

除するこ がで る。ただし、その 定については、学院 が別にこれを定 る。 

     

第    

 

（氏名等の ） 

第 33条 学生は、 保証 ・保証 は の氏名もしくは 等に があ た は、その を

証する書類を て、す に学院 に け出 けれ い。 

 

（保証 の ） 

第 34条 学生は、保証 が けた は保証 を する は、 定の により、す に学

院 に け出 けれ い。 

7  
 

（細 の 定） 

第 35条 学院 は、この学 に いて細 を けるこ がで る。 

 

（学 の ） 

第 36条 この学 の は、学院 の により の を て、 がこれを行う。 

 

       

 

この学 は、 和56年 月１日より 行する。 

和56年 月１日 定                                 

和57年 月１日 学生定                          

和60年 月13日                            

和 年 月10日                            

和 年 月30日 科 等                        

平成３年 月１日 入学                            

平成 年 月１日 学生定                          

平成 年10月１日 入学 法                      

平成 年 月１日 号                        

平成 年10月１日                            

平成11年 月１日 等及び 。ただし、 については平成12年 入 

学生 用 

平成18年 月１日 年限 に も い 等の 合性につ 、 びに入学

・ 。ただし、これ の については平成18年 入学生

用 

平成20年 月１日 びに ・ 等の 合性につ 。ただし、これ

の については平成20年 入学生 用   

平成22年 月１日 学院名 及び学科 に い関 を 定、 行。 お、平成22年3

月31日 で 籍する熊本リハビリテーション学院の学生及び平成22年4

月1日を て熊本総合医療 学院 入する学生に対しては の

によるこ する。 

平成23年 月１日 （ 学学科・ 学科・ 急 学科） 

平成24年 月１日 （ 学療法学科・ 療法学科）・学 条 の  

平成26年 月１日 （ 急 学科） 

平成28年 月１日  （ 学療法学科・ 療法学科・ 学学科・ 学

科・ 急 学科）・学 条 の  

平成28年 月１日  学 条 の 。ただし、 学科入学 については平成29年

入学生 用 

平成29年 月１日  学 条 の  

平成30年 月１日  （ 急 学科） 

平成31年 月１日  （ 学学科・ 学科） 

令和２年 月１日  （ 学療法学科・ 療法学科・ 急 学科） 

令和３年 月１日  学 条 の  

令和 年 月１日  （ 急 学科）・学 条 の  

 

7  
 

（細 の 定） 

第 35条 学院 は、この学 に いて細 を けるこ がで る。 

 

（学 の ） 

第 36条 この学 の は、学院 の により の を て、 がこれを行う。 

 

       

 

この学 は、 和56年 月１日より 行する。 

和56年 月１日 定                                 

和57年 月１日 学生定                          

和60年 月13日                            

平成 年 月10日                            

平成 年 月30日 科 等                        

平成３年 月１日 入学                            

平成 年 月１日 学生定                          

平成 年10月１日 入学 法                      

平成 年 月１日 号                        

平成 年10月１日                            

平成11年 月１日 等及び 。ただし、 については平成12年 入 

学生 用 

平成18年 月１日 年限 に も い 等の 合性につ 、 びに入学

・ 。ただし、これ の については平成18年 入学生

用 

平成20年 月１日 びに ・ 等の 合性につ 。ただし、これ

の については平成20年 入学生 用   

平成22年 月１日 学院名 及び学科 に い関 を 定、 行。 お、平成22年3

月31日 で 籍する熊本リハビリテーション学院の学生及び平成22年4

月1日を て熊本総合医療 学院 入する学生に対しては の

によるこ する。 

平成23年 月１日 （ 学学科・ 学科・ 急 学科） 

平成24年 月１日 （ 学療法学科・ 療法学科）・学 条 の  

平成26年 月１日 （ 急 学科） 

平成28年 月１日  （ 学療法学科・ 療法学科・ 学学科・ 学

科・ 急 学科）・学 条 の  

平成28年 月１日  学 条 の 。ただし、 学科入学 については平成29年

入学生 用 

平成29年 月１日  学 条 の  

平成30年 月１日  （ 急 学科） 

平成31年 月１日  （ 学学科・ 学科） 

令和２年 月１日  （ 学療法学科・ 療法学科・ 急 学科） 

令和３年 月１日  学 条 の  

令和 年 月１日  （ 急 学科）・学 条 の  
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別表１ 理学療法学科　カリキュラム
分
野

科 名
１年次 ２年次 ３年次 年次

間
生

間 間 間 間

基　
　

礎　
　

分　
　

野

科学 の

間 生

の

学 2 30 2 30

学 2 30 2 30

科 学 2 30 2 30 学・
学

科 学 2 30 2 30 生 学

2 30 2 30

保 健 体 1 30 1 30 ・

学 2 30 2 30

コミ ーション学 1 30 1 30

学 2 30 2 30 14

12 210 0 0 4 60 0 0 16 270 14

専

門

基

礎

分

野

体の 機

及び

の

学 4 60 4 60

学 4 60 4 60

学 1 30 1 30

生 学 4 60 4 60

生 学 4 60 4 60

生 学 1 30 1 30

学 4 60 4 60

学 2 30 2 30

間 学 2 30 2 30

生 体 学 2 30 2 30 12

疾病 の

成り

及び

の

病 学 2 30 2 30

科 学 2 30 2 30

科 学 2 30 2 30

医 学 2 30 2 30

医 学 2 30 2 30

学 2 30 2 30

医 学 2 30 2 30 ・ 急
・予防

医 学 2 30 2 30 学・

医 学 2 30 2 30 科学・
科学

医 学 2 30 2 30 科学・
科学

医 学 2 30 2 30 医
学

科 学 2 30 2 30

科 学 2 30 2 30 14

保健医療

リハビリテーション

の

リハビリテーション医学 2 30 2 30

学 1 15 1 15

アシステ 2 30 2 30 ・
及び 種

医学 ・ 学 2 30 2 30

生 学 1 15 1 15 4

33 525 27 405 2 30 0 0 62 960 30
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分
野

科 名
１年次 ２年次 ３年次 年次

間
生

間 間 間 間

専

門

分

野

学療法学

学 療 法 学 2 60 2 60

学 2 60 2 60

科 学 1 30 1 30

見 学 1 30 1 30 6

学療法管 学 学 療 法 管 学 2 60 2 60 管 、 学療法
及び 2

学療法 学

学 療 法 学 1 30 1 30

学 療 法 学 1 30 1 30

学 療 法 学 1 30 1 30

学 1 30 1 30

学 1 30 1 30

学 1 30 1 30 6

学療法 療学

療法学 （総 ） 1 30 1 30

療法学 （中 ） 2 60 2 60

療法学 （ ） 1 30 1 30

療法学 （ ） 2 60 2 60

療法学 （呼吸） 1 30 1 30 等の吸

療法学 （ ） 1 30 1 30

療法学 （ 者） 1 30 1 30

療法学 （その他） 1 30 1 30

学療法 療 2 60 2 60

療 法 学 2 60 2 60

学 1 30 1 30

学 1 30 1 30

日 生 学 1 30 1 30

学 療 法 学 1 30 1 30

学 療 法 学 1 30 1 30 成

学 療 法 1 30 1 30

学 療 法 1 30 1 30

学 療 法 1 30 1 30

学 療 法 2 60 2 60 20

学療法学

生 1 30 1 30

学 療 法 学 1 30 1 30

用 1 30 1 30

1 30 1 30 3

3 120 3 120

学療法学 1 40 1 40

7 280 7 280

8 360 8 360

8 360 8 360 20

7 210 17 540 26 860 19 810 69 2420 57

総 52 945 44 945 32 950 19 810 147 3650 101
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別表２ 作業療法学科　カリキュラム
分
野

科 名
１年次 ２年次 ３年次 年次

間
生

間 間 間 間

基　
　

礎　
　

分　
　

野

科学 の

間 生

の

学 2 30 2 30

学 2 30 2 30

表 法 2 30 2 30

科 学 2 30 2 30 学・
学

科 学 2 30 2 30 生 学

2 30 2 30

保 健 体 1 30 1 30 ・

学 2 30 2 30

リハビリテーション 学 2 30 2 30

コミ ーション 2 60 2 60 14

11 180 6 120 2 30 0 0 19 330 14

専

門

基

礎

分

野

体の 機

及び

の

学 4 60 4 60

学 4 60 4 60

学 1 30 1 30

生 学 4 60 4 60

生 学 4 60 4 60

生 学 1 30 1 30

学 4 60 4 60

学 1 30 1 30

間 学 2 30 2 30 12

疾病 の

成り

及び

の

病 学 2 30 2 30

科 学 2 30 2 30

科 学 2 30 2 30

医 学 2 30 2 30

医 学 2 30 2 30

学 2 30 2 30

科 学 2 30 2 30

科 学 2 30 2 30

医 学 2 30 2 30 ・ 急
・予防

医 学 2 30 2 30 学・

医 学 2 30 2 30 科学・
科学

医 学 2 30 2 30 科学・
科学

医 学 2 30 2 30 医
学 14

保健医療

リハビリテーション

の

リハビリテーション医学 2 30 2 30

学 1 15 1 15

医学 ・ 学 2 30 2 30

生 学 1 15 1 15

アシステ 2 30 2 30
・

及び 種 4

35 555 24 375 0 0 0 0 59 930 30
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分
野

科 名
１年次 ２年次 ３年次 年次

間
生

間 間 間 間

専

門

分

野

療法学

療 法 1 30 1 30

学 1 30 1 30

学 1 30 1 30

法 2 60 2 60

見 学 1 30 1 30

療法学 2 60 2 60

療法学 2 60 2 60

療法学 1 30 1 30 5

療法管 学
管 ・リスクマ ジ ント 1 30 1 30

療 法 管 学 1 30 1 30 療法 及
び 2

療法 学

療 法 学 1 30 1 30

療 法 学 1 30 1 30

療 法 学 2 60 2 60

療 法 学 1 30 1 30

療 法 学 1 30 1 30

学 1 30 1 30 5

療法 療学

療法 療学 1 30 1 30

療 法 療 学 1 30 1 30

療法 療学 2 60 2 60

療 法 療 学 1 30 1 30

療法 療学 2 60 2 60

療 法 療 学 1 30 1 30

療法 療学 2 60 2 60

療 法 療 学 2 60 2 60

療 法 療 学 2 60 2 60

療 法 療 学 1 30 1 30 等の吸

日 生 学 1 30 1 30

学 1 30 1 30

フ シリテーション 1 30 1 30

フ シリテーション 1 30 1 30

療 法 学 1 30 1 30

療 法 学 1 40 1 40 成 19

療法学

療法学 1 30 1 30

生 2 60 2 60

療法学 1 30 1 30 4

見学 （ 体機 ） 1 40 1 40

見学 （ 機 ） 1 40 1 40

（ 体機 ） 3 120 3 120

（ 機 ） 3 120 3 120

（総合） 8 360 8 360

（総合） 8 360 8 360

療法学 1 40 1 40 22

6 180 15 470 31 990 18 800 70 2440 57

総 52 915 45 965 33 1020 18 800 148 3700 101
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別表３ 臨床工学学科　カリキュラム
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別表 義肢装具学科　カリキュラム
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別表 救急救命学科　カリキュラム
分
野

科 名
１年次 ２年次

間
生

間 間

基

礎

分

野

科学 の

間 間生

科 学 1 15 1 15

8

科 学 1 15 1 15

学 1 15 1 15

間 学 1 15 1 15

リア ザイン 3 90 3 90

リア ザイン
3 90 3 90 科 のう 科

リア ザイン

保 健 体 2 60 2 60

9 210 3 90 12 300 8

専

門

基

礎

分

野

体の 機

生 学 総 1 15 1 15

4

生 学 2 30 2 30

生 学 1 15 1 15

疾患の成り

の

学 1 15 1 15

4

病 学 2 30 2 30

法 医 学 1 15 1 15

健 保
生 学 1 15 1 15

2保 ・ 1 15 1 15

10 150 0 0 10 150 10

専

門

分

野

急医学

医 学 1 15 1 15

6

急・ 医 学 2 30 2 30

診 学 1 15 1 15

2 30 2 30

2 30 2 30

急症候・病 生 学

症 候 学 2 30 2 30

8

症 候 学 2 30 2 30

症 候 学 2 30 2 30

症 候 学 2 30 2 30

症 候 学 2 30 2 30

急 症 候 学 2 60 2 60

疾病 急医学

科 学 2 30 2 30

8

科 学 2 30 2 30

科 学 2 30 2 30

性・ 医 学 2 30 2 30

者・ 医 学 2 30 2 30

疾 病 急 医 学 4 120 4 120

急医学
医 学 2 30 2 30

4医 学 2 30 2 30

・急性中 学 ・急性中 学 1 15 1 15 1

2 90 2 90

25

3 135 3 135

シミ レーション 4 180 4 180

シミ レーション 6 270 6 270

防 3 135 3 135

病 院 4 180 4 180

1 45 1 45

1 45 1 45

1 45 1 45

38 720 26 1080 64 1800 52

総 57 1080 29 1170 86 2250 70

学 院 細  
 

(  ) 

第１条 ここに定 る細 は、学 第35条の規定に 、学 に定 るものの他、学生

に 項について定 る。 

 

( 学期間) 

第２条 学院の 学期間は、学 第３条の規定により学科 に 年限の２ の期間 す

る。ただし、同 学年２年を て 学するこ はで い。 

 

( の 等) 

第３条 学 第16条第３項の規定に 、 の 定を受けよう する者は、 定の期

日 でに、 定 書(別記様式)に成 証明書 は 証明書を

て、学院 に し けれ い。 

２ の 定は、当該 当 の意見を 、 で行う。 

 

(入学 ) 

第 条 学 第19条に定 る入学 は、次の 号により する。  

(1) 入学 は 定の出 を たした者に対し、 科 及び  

を する。 

(2) 入学 は 定の出 を たした者に対し、 を する。  

(3) 入学 は 定の出 を たした者に対し、 を  

する。 

(4) 特別 入学 は 定の出 を たした者に対し、  及

び を する。 

２  入学 の合 の 定は、 結 及び出 書類を し、 の  

を て学院 が行う。  

 

( 入による入学) 

第 条 学 第21条により 入学を する者については、別記様式による 入学 に、

籍する学校もしくは 成 の 学証明書、成 証明書、その他 書類

を して学院 に い出 けれ い。 

２ 入学 の は、学 第18条の規定を 用する。 

３ 入学 に関しては 科 及び を行う。 

 入学 は、学 第20条の規定を 用する。 

 入学した者に対する の 定については、 書類等を の上、

の を て学院 が行う。 

 

( 入による入学) 

第 条 学 第22条により 入学を する者については、別記様式による 入学 に、

- 1  - 
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